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１ 購入車種及び数量 

（１）乗用自動車 

① 種  類： 軽自動車（ハイブリッド自動車） ２ＷＤ 

      ＡＴ限定免許所持者が運転可能であるもの 

② 寸  法： 全長 ３，４００mm以下   室内長 ２，０６０mm以上 

  全幅 １，４８０mm以下   室内幅 １，３３０mm以上 

  全高 ２，０００mm以下   室内高 １，２６０mm以上 

③ 乗車定員： ４名 

④ 排 気 量： ６６０ccクラス 

⑤ 使用燃料： 無鉛レギュラーガソリン 

⑥ 数  量： １台 

 

２ 国が受け入れる自動車の基準 

（１）「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和５年１２月）の判断の基準等に適合

することとし、下表１及び下表２に示された基準を満たし、かつ、備考に示された算定式に

より算定された燃費基準値を下回らない自動車とする。 

 

  表１ ガソリン自動車に係る排出ガス基準 

区  分 一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物 

乗用車（WLTCモード） 1.15g/km 以下 0.05g/km 以下 0.025g/km 以下 

 

  表２ ガソリン乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準 

区  分 
燃費基準値 

ガソリン 

車両重量が   741kg以上  856kg未満 24.5km/L 以上 

車両重量が   856kg以上  971kg未満 23.7km/L 以上 

車両重量が   971kg以上 1,081kg未満 23.4km/L 以上 

 

備考）乗用車に係る燃費基準値（WLTCモード燃費値）の算定方法は、次式による。なお、次 

式において係数α及びβを乗ずる前に小数点以下第１位未満を四捨五入すること。 

   FE＝(-2.47×10-6×M2－8.52×10-4×M+30.65)×α×β (M＜2,759kg) 

FE：燃費基準値(km/L) （小数点以下第１位未満を四捨五入） 

M：車両重量(kg) 

α：燃費基準達成率であって0.7 

β：燃料がガソリンの場合は1.0 

 

（２）納入車両は初回登録かつ参加申請時点において最新式の年式であること。 

   また、納入時に納入車両をなるべく自走させないこと。 

 

３ 交換場所 

  九州農政局八代海岸保全事業所（熊本県八代市大村町１０９２－１） 

 

４ 交換期限 

  令和６年１０月３１日（木） 

 

５ 引渡車の数量及び概要 

  １台  詳細は「別紙 交換のために引き渡す自動車の概要」のとおり 

※ 引渡車の引き取りは、受注者もしくは受注者の指定する引き取り業者にて行うものとし、 

引き取り業者を指定する場合は、別途発注者に対し遅滞なく通知するものとする。また、



受注者及び引き取り業者は、今回の業務で知り得た車両内容等について、守秘義務を負うも

のとする。 

 

６ 購入時の付属品等 

標準仕様として次の付属品が含まれない場合は、追加装備すること。 

① 衝突回避支援システム 

② SRSエアーバックシステム(運転席・助手席)  

③ LEDヘッドランプ 

④ 熱線リアウィンドウ 

⑤ ABS（アンチロックブレーキシステム） 

⑥ エアーコンディショナー 

⑦ 電動格納式リモコンドアミラー 

⑧ サンバイザー（運転席・助手席） 

⑨ サイドバイザー 

⑩ リモコン式集中ドアロック 

⑪ フロアマット 

⑫ ラゲッジマット 

⑬ カーナビゲーション・ビルトイン型（純正品、バックモニター付き）※ 

⑭ ドライブレコーダー（純正品、前後タイプ） 

⑮ スペアタイヤ１本（交換用具含む）又はパンク修理キット 

⑯ 三角表示板（専用ケース入り） 

 

※ ⑬については、AM/FMラジオ受信機能を有し、ＴＶ視聴機能を有しない又は視聴できない 

状態のもの。 

 

７ ボディー色 

  シルバー系（無い場合はホワイト又はグレー系） 

 

８ その他 

①  新車登録に必要な納入車両の自動車損害賠償責任保険料（36ヶ月分）、自動車重量税及び

リサイクル料金については別途発注者の負担とするので、受注者は納車後、交換購入契約書

（以下「契約書」という。）第13条第１項に基づく検査に合格したのち、契約書第18条第

１項の代金とは別に請求すること。この場合、自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税及

びリサイクル料金の請求書は別葉とすること。 

なお、新規登録手続の一切は受注者が行い、それに掛かる費用は見積金額に含めること。

②  引渡車のリサイクル料については、契約締結日から引渡車の引取までに、別途発注者から 

受注者へ請求する。また、車検満了残期間分の自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税

の還付相当分については、納入車両引渡日後に別途発注者から受注者へ請求する。 

これらの納入方法については、九州農政局歳入徴収官が発行する納入告知書により納入す

るものとする。 

③  交換購入物品に関して、部品の供給、アフターサービス等を迅速に行えるサービス拠点が

多くあること。 

④  自動車の納入は、発注者へスケジュール表を提出し承認を得ること。 

⑤  本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者及び受注者において協議するものとする。 



別紙 

 

交換のために引き渡す自動車の概要 

 

所属 九州農政局八代海岸保全事業所 

車名 スバル フォレスター 

型式 CBA-SG5 

登録番号 熊本 301 た 7312 

車台番号 SG5-093890 

寸法（mm）［全長×全幅×全高］ 4,480 × 1,730 × 1,590 

車両重量（kg） 1,390kg 

総排気量（cc） 1,990cc 

登録年月日 平成17年11月9日 

車体色 シルバー 

走行距離（km）［令和6年2月末時点］ 155,751km 

リサイクル券（消費税込：円） 12,710円 

 


